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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
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【国際特許分類】
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【ＦＩ】
   Ｈ０５Ｋ    1/18     　　　Ｊ
   Ｈ０５Ｋ    3/28     　　　Ｂ
   Ｈ０１Ｌ   21/92     ６０２Ｇ
   Ｈ０５Ｋ    3/24     　　　Ｄ
   Ｈ０５Ｋ    3/00     　　　Ｎ

【手続補正書】
【提出日】令和3年1月28日(2021.1.28)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　絶縁層と、
　第１の面及び前記第１の面と交差する側面を有し、前記第１の面が前記絶縁層から露出
した接続端子と、
　を有し、
　前記絶縁層に、前記側面の少なくとも一部に沿った空隙が形成されており、
　前記接続端子の直径は、前記第１の面から離間するにつれて減少していることを特徴と
する配線基板。
【請求項２】
　前記空隙は、前記側面の全周にわたって形成されていることを特徴とする請求項１に記
載の配線基板。
【請求項３】
　前記第１の面が前記絶縁層の表面より深い位置にあることを特徴とする請求項１又は２
に記載の配線基板。
【請求項４】
　前記絶縁層内に設けられ、前記接続端子に接続された導電層を有し、
　前記導電層は、前記絶縁層の前記接続端子を露出する面とは反対側の面から露出してい
ることを特徴とする請求項１乃至３のいずれか１項に記載の配線基板。
【請求項５】
　請求項１乃至４のいずれか１項に記載の配線基板と、
　前記配線基板に実装された半導体チップと、
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　を有し、
　前記半導体チップは、前記接続端子に接続された電極パッドを有することを特徴とする
半導体装置。
【請求項６】
　絶縁層にビアホールを形成する工程と、
　前記ビアホール内に、第１の面及び前記第１の面と交差する側面を有し、前記第１の面
が前記絶縁層から露出する接続端子を形成する工程と、
　前記絶縁層に、前記側面の少なくとも一部に沿った空隙を形成する工程と、
　を有し、
　前記接続端子の直径は、前記第１の面から離間するにつれて減少することを特徴とする
配線基板の製造方法。
【請求項７】
　レーザ光の照射により前記空隙を形成することを特徴とする請求項６に記載の配線基板
の製造方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００６】
　配線基板の一態様は、絶縁層と、第１の面及び前記第１の面と交差する側面を有し、前
記第１の面が前記絶縁層から露出した接続端子と、を有し、前記絶縁層に、前記側面の少
なくとも一部に沿った空隙が形成されており、前記接続端子の直径は、前記第１の面から
離間するにつれて減少している。
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